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関東屈指の大黒天

真野の大黒さんで親しまれる 朝日開運大黒天本山 髙倉山 真野寺
家内安全商売繁盛・諸願成就

関東一円からの参詣客で大賑わい

毎年 2月6日は
　 房州名祭「真野大黒福祭」
　　  大祭当日は午前 0時からご利益求めて

宝槌

大黒天祈祷所の欄間彫刻　波の伊八

朝日開運
　大黒天像
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公益社団法人

館山法人会報
  TATEYAMA　HO-JIN　KAIHOU　

（公社）館山法人会員証
このシール

を切り取り決算書の別表右下欄に貼付して

法人会の「理念」
法人会は税のオピニオンリーダーとして
企業の発展を支援し　地域の振興に寄与し
国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である



謹
賀
新
年

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

新
春
を
迎
え　

会
員
の
皆
様
の
ご
繁
栄　

ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

　

私
共
を
取
り
巻
く
現
在
の
経
済
動
向
は　

大
方
の
企
業
に
と
っ
て
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
が　

政
府
は
来
年

度
予
算
案
の
一
般
会
計
総
額
を
過
去
最
大
と
し　

国
難
と
も
位
置
付
け
る
少
子
化
対
策
に
消
費
税
の
一
部
を
使
う
な
ど　

各
部
門
で
経
済
成
長
政
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た　

党
派
を
超
え
て
国
会
で
の
真
摯
な
審
議
と
そ
の
成
果
を
期
待
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す

　

来
年
は
平
成
か
ら
新
時
代
に
変
わ
る
だ
け
で
な
く
参
院
選
や
統
一
地
方
選　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ　

Ｇ
２
０
国
際
首

脳
会
議
な
ど
巨
大
事
業
が
目
白
押
し
で
す

　

明
治
維
新
か
ら
数
え
て
も
１
５
０
年
と
い
う
節
目
の
年
と
も
い
え
る
今
年
こ
そ　

国
の
安
全
保
障
環
境
の
整
備
と
共
に

景
気
回
復
を
実
感
で
き
る
経
済
の
好
循
環
を
切
に
願
う
も
の
で
す

　

こ
の
一
年
が　

私
ど
も
中
小
企
業
に
と
っ
て
将
来
に
向
け
て
明
る
い
展
望
が
開
け
る　

希
望
の
年
に
な
り
ま
す
よ
う
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す　

　

館
山
法
人
会
は　

引
き
続
き
公
益
法
人
と
し
て　

法
人
会
の
理
念
の
も
と
税
務
行
政
の
推
進　

地
域
の
振
興　

地
域
社

会
へ
の
貢
献
に
努
め
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す

　

本
年
も
ご
指
導
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
三
十
年　

元
旦

公
益
社
団
法
人　

館
山
法
人
会　

会　
　

長　
　

本　

間　
　
　

亨

館
山
税
務
署
長　

中　

居　

光　

之

謹んで新春の寿をお慶び申し上げます
平成 30年　元旦

公益社団法人　館山法人会

館山税務署 千葉県税理士会館山支部

　

平
成
三
十
年
の
年
頭
に
当
た
り　

公
益
社
団
法
人
館
山
法
人
会
の
皆
様
に
謹
ん
で
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

　

本
間
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様
に
は　

平
素
よ
り
税
務
行
政
に
対
し
ま
し
て
深
い
ご
理
解
と
多
大
な
る

ご
協
力
を
賜
り　

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す　
　
　
　

　

昨
年
中
は　

若
潮
マ
ラ
ソ
ン
に
お
け
る
炊
き
出
し
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
社
会
貢
献
活
動
の
ほ
か　

南
房
総
市
産
業
ま
つ

り
で
の
税
金
ク
イ
ズ　

租
税
教
室
や
税
の
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
の
租
税
教
育
活
動　

そ
の
他
支
部
ゼ
ミ
懇
談
会
や

各
部
会
に
お
け
る
研
修
会
の
開
催
等　

税
知
識
の
普
及　

納
税
意
識
の
高
揚
に
貢
献
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た　

改
め
ま
し

て　

深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す

　

さ
て
私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
は　

国
税
庁
の
使
命
で
あ
る
「
納
税
者
の
自
発
的
な
納
税
義
務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円

滑
に
実
現
す
る
」
を　

推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
り　

信
頼
さ
れ
る
税
務
行
政
の
確
立
に
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ

い
ま
す

　

館
山
法
人
会
の
皆
様
に
は　

今
後
と
も
税
務
行
政
の
良
き
理
解
者
と
し
て　

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
普
及
促
進　

番
号
制
度
の

定
着　

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
の
周
知
等
に
対
し
ま
し
て　

ご
協
力　

ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

　

会
員
の
皆
様
の
ご
多
幸
と
益
々
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て　

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
三
十
年　

元
旦

栗原　保博
安田三喜夫
望月　　昇
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平成 29年分　確定申告のお知らせ 館山税務署

申告書は、国税庁ホームページで作成できます！

納税には 振替納税をご利用ください

◎平成2９年分の申告期間は次のとおりです。

～平成２９年分の確定申告分の振替納付日は次のとおりです～

所得税及び復興特別所得税は平成３０年２月16日（金）～平成３０年3月15日（木）
贈与税は平成３０年２月１日（木）～平成３０年３月15日（木）
個人事業者の消費税及び地方消費税は平成３０年１月４日（木）～平成３０年４月２日（月）

◎平成2９年分の所得税及び復興特別所得税　　　　　平成３０年４月20日（金）
◎平成2９年分の個人事業者の消費税及び地方消費税　 平成３０年４月25日（水）

　申告書はe-Tax(国税電子申告・納税システム)による送信や郵便又は信書便による送付のほか、税務署の時間
外文書収受箱への投かんでも提出できます。
　なお、税務署の収受日付印（受付印）のある確定申告書等の「控え」が必要な場合は、複写により作成（複写に
よらない場合は、ボールペン等で記載）した申告書のほか、所要額の切手を貼った返信用封筒（返信先の記入をお
願いします。）を同封してください。
　還付金の受取は預貯金口座（本人名義）への振り込みをご利用ください。

※　 新規に利用される方は、所得税及び復興特別所得税は平成３０年3月15日（木）まで、個人事業者の消費税
及び地方消費税は平成３０年4月2日（月）までに振替依頼書の提出をお願いします。

※　贈与税につきましては、振替納税は行っておりません。

※　 『医療費控除の明細書（集計表）』は、国税庁ホームページの明細書・計算明細書等（平成29
年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分）からダウンロードできます。

医療費控除を受けるための手続きが変わりました！
◎　平成 29 年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに

※１　医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
　　　（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）
※２　医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
　　　（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。）
（注）　平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

『医療費控除の明細書　　 』の添付が必要となりました。
（領収書の提出は不要となりました。）

（集計表）

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！

税務署へ提出する都度、マイナンバー（個人番号）の記載と、
本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

◎　平成28年分以降、所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書は

《本人確認書類の例》
①　マイナンバーカード（個人番号カード）のみ（【番号確認書類】と【身元確認書類】を兼ねています。）
②　通知カードなど【番号確認書類】＋運転免許証や公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】
　※１　郵送にて申告書を提出する場合は、①の写し（表裏両面）または②の写しを添付してください。
　※２　ご自宅からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

3



≪基本的な課題≫

Ⅰ．税・財政改革のあり方

第 34回法人会全国大会　福井大会で報告
中小企業庁・財務省・各政党・県・市へ税制改正要望活動
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Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
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Ⅲ．地方のあり方

Ⅳ．震災復興

Ⅴ．その他
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≪税目別の具体的課題≫

◎ 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏

ま
え
、
国
・
地
方
と
も

行
財
政
改
革
の
徹
底

を
！

◎ 

超
高
齢
化
社
会
に
対
応

し
た
社
会
保
障
制
度
を

構
築
す
る
た
め
、
適
正

な
負
担
と
大
胆
な
受
益

の
抑
制
を
！

◎ 

地
域
経
済
と
雇
用
の
担

い
手
で
あ
る
中
小
企
業

に
、
税
制
措
置
で
さ
ら

な
る
活
力
を
！

◎ 

中
小
企
業
は
地
域
経
済

の
要
。
本
格
的
な
事
業

承
継
税
制
の
創
設
に
よ

り
事
業
の
継
続
を
！

平成30年度

税
制
改
正

　
ス
ロ
ー
ガ
ン

◎
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏

ま
え
、
国
・
地
方
と
も

行
財
政
改
革
の
徹
底

を
！

◎
超
高
齢
化
社
会
に
対
応

し
た
社
会
保
障
制
度
を

構
築
す
る
た
め
、
適
正

な
負
担
と
大
胆
な
受
益

の
抑
制
を
！

◎
地
域
経
済
と
雇
用
の
担

い
手
で
あ
る
中
小
企
業

に
、
税
制
措
置
で
さ
ら

な
る
活
力
を
！

◎
中
小
企
業
は
地
域
経
済

の
要
。
本
格
的
な
事
業

承
継
税
制
の
創
設
に
よ

り
事
業
の
継
続
を
！

平成30年度

税
制
改
正

税
制
税
制
改

税
制
改
制
改
正

ス
ロ
ー
ガ
ン

ス
ロ
ーー
ガガ
ンン
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中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

南
房
総
市
立
富
山
中
学
校

　
第
三
学
年
　
太
田
　
優
羽

『
税
金
＝
安
心
な
暮
ら
し
』全

国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
　
会
長
賞

おめでとうございます
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館山税務署長表彰

館山税務署長感謝状

　

　

東京国税局長表彰

小学生の「税に関する書写作品」表彰

　
　

　
　
　
　

中学生の「税についての作文」表彰

「税に関する高校生の作文」表彰

署長表彰受賞者
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秋
の
支
部
ゼ
ミ
懇
談
会

署
長
卓
話「
税
務
署
の
組
織
と
使
命
」

ｅ
―
Ｔａ
ｘ
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
／
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
の
利
用
促
進

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
解
説

税
務
研
修「
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
」Ｑ
＆
Ａ

法
人
会
の
福
利
厚
生
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

２
３
０
名
が
参
加
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理 

事 

会

総
務
委
員
会

税
制
委
員
会

第 3回理事会　9月 7日

第 2回総務委員会　1月 11日

広報委員会　11月 28日

広
報
委
員
会

青
年
部
会木
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源
泉
研
究
部
会

女性部会役員会　12月 11日

源泉研究部会　11月 2日

女
性
部
会

産業まつり会場　11月 26日
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■大会スローガン

■大会シンボルマーク
　土佐が生んだ幕末の英雄・坂本竜馬と、高知の伝統である闘犬に用いら
れる土佐犬を掛け合わせた「土佐 犬男（とさ いぬお）」。そして、その相棒
として高知の食には欠かせない鰹をモチーフとした「カツ男（かつお）」。ま
た、その背景には豊かな恵みをもたらす四国山脈と太平洋の波と風を表現
しました。

　
　
青
年
部
会
長
　
柴
田
　
栄
樹

部
会
長
サ
ミ
ッ
ト
円
卓
会
議

  

テ
ー
マ 

租
税
教
育
運
動
の
質
的
向
上
と
課
題

しましましたした。。

未来へ継ぐ（つなぐ） 絆  「志
し

国
こ く

高知」
2017.11.9（木）～10（金）

高
知
県
民
文
化
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
他
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源泉所得税の改正について
平成３０年からの改正事項です

配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正

⑴　配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
　配偶者控除の額が次表の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正され、合計所
得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
　また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が次
表の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正されました。
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⑵　配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更
　源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者（注1）

に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
　また、同一生計配偶者（注2）が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされ
ました。
　具体的な扶養親族等の数の計算方法は、次表の【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】のとおりです。
　（注）1　源泉控除対象配偶者とは、居住者（合計所得金額が900万円以下である人に限ります。）と生計を一にする配偶者で、合計所得金
　　　　額が85万円以下である人をいいます。
　　　　　したがって、前頁の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】において配偶者控除額又は配偶者特別控除額が
　　　　38万円（老人控除対象配偶者の場合は48万円）となる配偶者がこれに該当します。
　　　 2　同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
　　　 3　控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいいます。
　　　　  また、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢 70歳以上の配偶者をいいます。
　　　 4　上記1～ 3を図示すると次表の【参考：配偶者の範囲】のとおりです。

⑶　給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
　　「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、年
　末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする居住者は、その年の年末調整の時まで
　に給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされ、当該申告書について記載事項の見直し
　が行われました。
　　また、上記⑴及び⑵の改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われました。
　①　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
　②　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
　③　従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書
　　（注）　税務署で配布していた「給与所得者の保険料控除申告書　兼　配偶者特別控除申告書」（兼用様式）については、「給与所得者の
　　　　　保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となります。
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優良申告法人表敬

三共製氷冷蔵  株式会社　

法人名　三共製氷冷蔵  株式会社
本店所在地　鴨川市天津154
代 表者 名 　野村　信義
事 業 内容　 氷の製造販売　資本金　3,800万円　
従　業　員　30名
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新しく会員になられた皆さんです。 ̶ よろしくお願いします ̶

吉田　房雄 鴨川市横渚396 葬祭業
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租税教育活動への取り組み 青年部会が租税教育活動
女性部会が主導

会 報
発 行 年 月 日
発 行 責 任 者
編 集 責 任 者
発 行 者
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

第 115 号
平成 30 年 1月 15 日
本間　　亨
友野　　修
（公社）館山法人会
0470̶22̶1389
0470̶23̶3195

編
集
後
記

　

お
よ
そ
１
３
０
０
年
前
、
聖
武
天
皇
時
代
の
神
亀
２
年

（
７
２
５
）
に
、
高
僧
・
行
基
菩
薩
に
よ
っ
て
開
山
。
建
永
元
年

（
１
２
０
６
）
10
月
に
野
火
に
よ
り
焼
失
す
る
が
、
翌
年
に
大
黒

天
の
信
仰
が
厚
か
っ
た
、
北
条
政
子
の
弟
、
鎌
倉
幕
府
第
２
代

執
権
北
条
義
時
公
が
私
財
を
投
じ
て
七
堂
伽
藍
を
再
建
し
、
覆

面
千
手
観
音
と
大
黒
天
像
を
安
置
し
た
。

　

本
尊
で
あ
る
覆
面
千
手
観
音
は
行
基
の
霊
作
と
い
わ
れ
、
ま

た
朝
日
開
運
大
黒
天
と
称
え
ら
れ
て
い
る
大
黒
天
像
は
、
貞
観

２
年
（
８
６
０
）
の
旧
正
月
６
日
，
朝
日
昇
天
の
中
に
大
黒
天

が
出
現
し
、
当
寺
を
訪
れ
参
籠
中
だ
っ
た
慈
覚
大
師
が
こ
の
ご

尊
像
を
直
ち
に
一
刀
三
礼
に
よ
り
彫
り
上
げ
た
と
い
わ
れ
、
関

東
地
方
に
残
る
古
像
と
し
て
は
最
大
級
の
も
の
で
、
千
葉
県
指

定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。
爾
来
、
毎
年
２
月
６
日
に
は
御
出

現
を
記
念
し
て
、
大
黒
天
福
祭
り
を
行
い
、「
真
野
の
大
黒
さ
ん
」

と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

治
承
３
年
に
は
、
源
頼
朝
公
が
源
氏
再
興
の
祈
願
の
た
め
に

立
ち
寄
り
、
ま
た
、
後
に
は
里
見
５
代
里
見
義
堯
公
よ
り
領
田

を
賜
り
、
徳
川
将
軍
家
か
ら
は
御
朱
印
43
石
を
賜
る
な
ど
寺
は

隆
盛
を
極
め
た
。
二
千
坪
の
境
内
に
は
本
堂
の
ほ
か
、
稀
代
の

名
工
「
波
の
伊
八
」
の
彫
刻
も
あ
る
。

【
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月
６
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祭
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１
月
６
日
初
大
黒
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毎
月
２
４
日
地
蔵
尊
縁
日

２
月
６
日
大
黒
天
福
祭
り
（
大
祭
）　

４
月
８
日
花
祭
り

南
房
総
市
久
保
５
８
７     
電
話
０
４
７
０
（
４
６
）
２
５
９
０

【表紙】

真
野
の
大
黒
さ
ん
で
親
し
ま
れ
る

朝
日
開
運
大
黒
天
本
山
　

　
　
　
　
　
　  

髙
倉
山 

真
野
寺

税金クイズ今年の参加者は
500人超え
11月26日㈰ 

南房総市産業まつり千倉会場で

女性部会主催・青年部会が租税教育講師として支援
千倉小学校・鋸南小学校で実施

3

  税を考える週間行事として税の意義をピーアール

  11月13日イオン館山・14日イオン鴨川で● 消費税への理解へクリアファイル配布
● 小学生の書写作品展最優秀作品の紹介
● 中学生による「税の作文」優秀作品の紹介
● 中学生の「税に関する標語」優秀作品の紹介
● 国の財政と消費税の役割パンフレット配布
　館山税務署・法人会・青色申告会・間税会が
　共同で実施 イオン館山イオン鴨川

青年部会
主催
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